
注6）商店街掲示物は上記規定は対象外とする

注1）掲示サイズはA4サイズ～B2サイズ　

注2）掲示物右下に掲示許可のシールを貼る　　※事務局にてシールを配布　※日付の更新は不可

注3）掲示物を貼る位置についての指定は不可　※事務局で決定し掲示する

注4）掲示期間終了後は掲示物は処分する

注5）自店舗のPR以外の掲示物は掲示不可とする

非営利団体 2000円 7日間 最大14日間（4000円）

営利団体 5000円 7日間 最大14日間（10000円）

準組合員 無　料 7日間 掲示期間終了後60日間は同一掲示物の掲示は不可

無　料 7日間 掲示期間終了後60日間は同一掲示物の掲示は不可
学校など公的機関

（警察・消防・市など）

正組合員 無　料 14日間 掲示期間終了後30日間は同一掲示物の掲示は不可

ジンジャモール瓢箪山商店街振興組合掲示板使用料金

種　　類 費　　用 掲示期間 備　　考


